京都府地域密着型サービス等整備等助成事業補助金
交付要綱の一部改正について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１　改正の趣旨
　　国の「地域医療介護総合確保基金管理運営要領（以下「国基金要領」という。）」が令和７年９月24日付けで一部改正されたことに伴い、府の交付要綱を改正するもの

２　改正内容
(1) 配分基礎単価の引き上げ
近年の建設コストの高騰等を踏まえ、実態に見合った補助を行うために配分基礎単価の上限額を4.7％増の改定を実施するもの（昨年度8.1％増に引き続き実施）
(2) その他
補助金の交付事務及び財産処分の手続について、実態に即した形に合わせ所用の改正を行うもの

３　施行期日等
＜適用日＞　　令和７年４月１日（国基金要領の改正通知の適用日）
＜施行日＞　　令和８年１月９日（府公報掲載日）
